
令和８年６月２４日現在

選任区分

（条例第４条）

1 会長 松本　幸正
名城大学理工学部社会基盤デザイン工学科
教授

学識経験を有する者

2 委員 後藤　泰之
名鉄バス株式会社
運輸本部 首席交通企画官

公共交通事業者等を代表する者

3 委員 片桐　徹
東伸運輸株式会社
代表取締役

公共交通事業者等を代表する者

4 委員 加納　祐也
株式会社オーワ
取締役

公共交通事業者等を代表する者

5 委員 潮田　憲
大興タクシー株式会社
代表取締役社長

公共交通事業者等を代表する者

6 委員 内藤　真一
名古屋鉄道株式会社
地域連携部　交通サービス担当　主務

公共交通事業者等を代表する者

7 委員 小林　裕之
公益社団法人愛知県バス協会
専務理事

公共交通事業者等を代表する者

8 委員 小笠原　洋和
愛知県タクシー協会
専務理事

公共交通事業者等を代表する者

9 委員 神野　利和
愛知県交通運輸産業労働組合協議会
幹事

公共交通事業者等を代表する者

10 監査 神谷　明文
安城市社会福祉協議会
会長

公共的団体等を代表する者

11 副会長 荻須　篤
安城商工会議所
専務理事

公共的団体等を代表する者

12 委員 中嶋　勝 安城市町内会長連絡協議会 公共的団体等を代表する者

13 委員 小迎森　一樹 市民

14 委員 橋本　和正 市民

15 委員 山﨑　嘉代子 市民

16 委員 細井　英治 安城市商店街連盟 市民

17 監査 山本　美保子 安城市婦人会協議会 市民

18 委員 相木　孝啓
株式会社アイシン
総務部　拠点総務室安城・西尾グループ
グループ長

その他市長が必要と認める者

19 委員 原田 光一郎
愛知運輸支局
首席運輸企画専門官

関係行政機関の職員

20 委員 服部　大介
安城警察署
交通課長

関係行政機関の職員

21 委員 高臣　綾子
愛知県都市・交通局
交通対策課　担当課長

関係行政機関の職員

22 委員 立松　浩二
愛知県知立建設事務所
維持管理課長

関係行政機関の職員

23 委員 鶴見　康宏 安城市建設部 部長 市職員

24 委員 髙橋　宏幸 安城市都市整備部 部長 市職員

根拠法令 ・安城市附属機関の設置に関する条例　第４条

・道路運送法施行規則　第４条第２項

・地域公共交通の活性化及び再生に関する法律　第６条

安城市総合交通会議委員名簿
(　任期　令和８年４月１日　～　令和１０年３月３１日　）

No. 役職 氏　名 所属及び役職等


